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７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」強
調
月
間
で
す

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ

せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安

心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と

す
る
全
国
的
な
運
動
で
、
今
年
で
71

回
目
を
迎
え
ま
す
。

　

今
年
度
は
次
の
５
つ
の
活
動
に
取

り
組
み
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
明
る
い
地
域
を
つ
く
る
運
動
を
行

い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直

り
を
支
え
、
再
犯
を
防
止
す
る
こ
と

の
大
切
さ
や
、
更
生
保
護
の
活
動
に

つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
も
活
用

す
る
な
ど
し
て
、
広
く
周
知
し
、
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
。

②
犯
罪
や
非
行
の
防
止
や
、
犯
罪
や

非
行
を
し
た
人
の
立
ち
直
り
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
協
力
の
方
法
が
あ
る
こ
と

を
示
し
、
多
く
の
人
に
協
力
者
と
し

て
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら
う
。

③
保
護
司
、更
生
保
護
女
性
会
会
員
、

Ｂ
Ｂ
Ｓ
会
員
、
協
力
雇
用
主
等
の
更

生
保
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
な
り
手
を

増
や
す
。

④
民
間
協
力
者
と
地
方
公
共
団
体
と

国
と
の
連
携
を
強
化
し
つ
つ
、
犯
罪

や
非
行
を
し
た
人
が
、仕
事
、住
居
、

教
育
、
保
健
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

な
ど
に
関
し
必
要
な
支
援
を
受
け
や

す
く
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

つ
く
る
。

⑤
犯
罪
や
非
行
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、

若
い
人
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
期

す
る
。

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

重
度
心
身
障
害
者
・
ひ
と
り
親

家
庭
等
・
子
ど
も
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
は
７
月

31
日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

各
医
療
費
助
成
制
度
に
引
き
続
き

該
当
す
る
方
に
は
資
格
要
件
な
ど
を

確
認
し
て
有
効
期
限
ま
で
に
新
し
い

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

　

転
入
な
ど
に
よ
り
所
得
の
確
認
が

で
き
な
い
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
照

会
に
関
す
る
同
意
書
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
７
月
中
旬
に
書
類
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
記
入
の
う
え
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
受
給
者
証
や
更

新
手
続
き
の
書
類
が
届
か
な
い
場
合

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
に
つ
い

て
　

小
学
生
は
次
の
と
お
り
世
帯
の
課

税
状
況
ご
と
に
助
成
内
容
が
異
な
り

ま
す
。
小
学
生
は
自
動
更
新
と
な
ら

な
い
た
め
、引
き
続
き
助
成
を
受
け
る

た
め
に
は
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
課
税
世
帯
＝

●
課
税
世
帯
＝
入
院
・
指
定
訪
問
看

護●
非
課
税
世
帯
＝

●
非
課
税
世
帯
＝
入
院
・
通
院
・
歯

科
・
調
剤
・
指
定
訪
問
看
護

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
８

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
の
一
斉
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
、
限

度
額
適
用
認
定
証（
限
度
証
）、
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
減
額
証
）は
、
７
月
31
日
が
有
効
期

限
と
な
っ
て
い
ま
す
。
７
月
中
に
新

し
い
被
保
険
者
証（
黄
緑
色
）、
限
度

証
・
減
額
証（
橙

だ
い
だ
い色
）を
送
付
し
ま
す

の
で
、
現
在
お
持
ち
の
証
は
、
有
効

期
限
が
切
れ
た
ら
破
棄
し
、
新
し
い

証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

※
認
定
証
の
自
動
更
新
に
つ
い
て

　

現
在
、
限
度
証
ま
た
は
減
額
証
を

お
持
ち
の
方
で
、
所
得
状
況
の
分
か

る
方
の
み
、
自
動
更
新
と
な
り
新
し

い
証
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

自
動
更
新
に
な
ら
な
か
っ
た
方
で
、

証
の
交
付
が
必
要
な
場
合
は
、
保
険

医
療
課（
市
役
所
１
階
）６
番
窓
口
で

申
請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
８

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
・
納
付
猶
予
申
請

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
、
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
が

※
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合

は
申
告
後
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
免
除
お
よ
び
納
付
猶
予
の
申
請
は
、

継
続
申
請
で
承
認
さ
れ
た
方
を
除
い

て
原
則
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。
保

険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

老
齢
基
礎
年
金
だ
け
で
は
な
く
、
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
な
ど

も
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
時
点
の
２
年
１
か
月
前
の
月
分

ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
学
生
の
方
は
学
生
納
付
特
例
の
納

付
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

制
度
を
受
け
た
期
間
は
受
給
資
格
期

間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
保
険
料

を
追
納
し
な
い
と
年
金
額
に
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
伴
う
免
除
等
の
臨
時
特
例
手

続
き
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

夏
休
み
歯
科
相
談

　

お
子
さ
ん
の
歯
や
お
口
の
こ
と
で

気
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

７
月
26
日
㈪
・
28
日
㈬
・
30

日
㈮　

９
時
30
分
〜
16
時（
30
日
は

17
時
ま
で
）

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　

歯
科
相
談
・
歯
磨
き
指
導
、

フ
ッ
素
塗
布（
希
望
者
５
２
０
円
）

対
象　

市
内
在
住
の
４
歳
〜
小
学
生

申
込
期
限　

７
月
20
日
㈫

申
込
方
法　

窓
口
ま
た
は
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

料
理
づ
く
り
の
つ
ど
い

日
時　

７
月
30
日
㈮　

10
時
30
分
〜

12
時

場
所　

ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

内
容　

旬
の
お
い
し
さ
が
味
わ
え
、

ビ
タ
ミ
ン
が
豊
富
で
体
の
調
子
を
整

え
て
く
れ
る
夏
野
菜
を
使
っ
た
料
理

を
作
り
ま
す
。

対
象　

65
歳
以
上
の
市
民

定
員　

９
人

参
加
料　

３
０
０
円

持
ち
物　

マ
ス
ク
、
エ
プ
ロ
ン
、
三

角
巾
、
飲
み
物

申
込
期
限　

７
月
28
日
㈬

申
込
方
法　

保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
ま

た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
健
康
づ
く
り
課
℡
24
―
５
２
５
６

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額

通
知
の
発
送
時
期
変
更

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

の
発
送
時
期
に
つ
い
て
、
広
報
た
き

か
わ
５
月
号
で
８
月
下
旬
と
11
月
下

旬
の
年
２
回
と
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

し
た
が
、
10
月
下
旬
と
２
月
下
旬
の

年
２
回
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
保
険
医
療
課（
市
役
所

１
階
）５
番
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
保
険
医
療
課
℡
28
―
８
０
１
６

い
き
い
き
百
歳
体
操
を

ラ
ジ
オ
で
放
送
し
て
い
ま
す

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
い
き
い
き
百
歳
体
操

の
各
会
場
が
休
止
に
な
り
、
高
齢
者

の
体
力
低
下
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
運
動
機
会
の
減
少
や
虚
弱（
フ

レ
イ
ル
）を
予
防
す
る
た
め
に
、
い

き
い
き
百
歳
体
操
を
ラ
ジ
オ
で
放
送

し
て
い
ま
す
。
ご
自
宅
で
の
運
動
の

機
会
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

放
送
時
間　

毎
週
月
曜
日
・
木
曜
日

９
時
15
分
〜
９
時
30
分

※
放
送
期
間
は
７
月
末
ま
で
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

問
介
護
福
祉
課
℡
28
―
８
０
４
５

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報

保
護
制
度
の
利
用
状
況

●
情
報
公
開
制
度

●
情
報
公
開
制
度

　

市
で
は
、
滝
川
市
情
報
公
開
条
例

に
基
づ
き
、
市
の
公
文
書
の
公
開
を

行
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
市
が
ど
の

よ
う
な
文
書
を
保
有
し
て
い
る
か
は
、

市
立
図
書
館（
市
役
所
２
階
）の
行
政

資
料
コ
ー
ナ
ー
に
設
置
し
て
い
る「
滝

川
市
フ
ァ
イ
ル
基
準
表
」を
ご
確
認

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

募　

集

募　

集

講
・
催

講
・
催

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

生　

活

生　

活

福　

祉

福　

祉

健　

康

健　

康

そ
の
他

そ
の
他

免
除
や
猶
予
を
申
請
で
き
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

●
免
除
申
請
＝

●
免
除
申
請
＝
申
請
者
本
人
と
そ
の

配
偶
者（
別
居
中
の
配
偶
者
を
含
む
）

な
ら
び
に
世
帯
主
の
い
ず
れ
も
前
年

所
得（
令
和
２
年
１
月
〜
12
月
ま
で

の
収
入
）な
ど
が
定
め
ら
れ
た
基
準

以
下
に
該
当
す
る
場
合
に
保
険
料
が

全
額
免
除
ま
た
は
一
部
免
除
と
な
り

ま
す
。

●
納
付
猶
予
制
度
＝

●
納
付
猶
予
制
度
＝
50
歳
未
満
の
方

で
本
人
、
配
偶
者（
別
居
中
の
配
偶

者
を
含
む
）の
前
年
所
得
な
ど
が
定

め
ら
れ
た
基
準
以
下
に
該
当
す
る
場

合
、
保
険
料
の
納
付
を
最
長
で
10
年

先
延
ば
し
に
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

一
部
免
除
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は

ど
ち
ら
か
を
選
択
で
き
ま
す（
猶
予

承
認
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、

追
納
し
な
け
れ
ば
年
金
額
に
は
反
映

さ
れ
ま
せ
ん
）。

免
除
・
納
付
猶
予
期
間　

７
月
分
〜

令
和
４
年
６
月
分

受
付
開
始　

７
月
１
日
㈭

申
請
場
所　

保
険
医
療
課（
市
役
所

１
階
）４
・
５
番
窓
口
、江
部
乙
支
所
、

砂
川
年
金
事
務
所
℡
52
―
２
１
４
４

申
請
に
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳
ま

た
は
個
人
番
号
が
わ
か
る
も
の
、
本

人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）、

印
鑑
、
失
業
中
の
方
は
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
か
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
の
写
し

く
だ
さ
い
。

公
開
請
求　

10
件（
一
部
公
開
８
件
、

拒
否
２
件
）

審
査
請
求　

０
件

●
個
人
情
報
保
護
制
度

●
個
人
情
報
保
護
制
度

　

市
で
は
、
滝
川
市
個
人
情
報
保
護

条
例
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
の
適
正

な
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。
な
お
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
自
己
の
個
人
情

報
に
つ
い
て
内
容
を
確
認
し
た
い
と

き
に
は
、
市
に
開
示
請
求
等
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

開
示
請
求　

10
件（
開
示
４
件
、
一

部
開
示
５
件
、
拒
否
１
件
）

訂
正
・
削
除
・
中
止
請
求　

０
件

審
査
請
求　

０
件

【
共
通
事
項
】

【
共
通
事
項
】

対
象
期
間　

令
和
２
年
４
月
１
日
〜

令
和
３
年
３
月
31
日

問
総
務
課
℡
28
―
８
０
０
１

滝
川
市
職
員
等
の
公
正
な

　

職
務
の
執
行
の
確
保
に

関
す
る
条
例
の
運
用
状
況

　

本
条
例
で
は
職
員
が
不
当
要
求
行

為
を
受
け
た
場
合
の
組
織
的
対
応
や
、

市
役
所
内
部
の
不
正
行
為
に
つ
い
て

職
員
等
が
内
部
通
報
を
行
う
た
め
の

「
公
益
目
的
通
報
制
度
」な
ど
を
定
め

て
い
ま
す
。

令
和
２
年
度
の
運
用
状
況

〇
不
当
要
求
行
為　

０
件

〇
公
益
目
的
通
報　

０
件

問
防
災
危
機
対
策
課
℡
28
―
８
０
０

３住
民
基
本
台
帳
の

閲
覧
状
況
の
公
表

　

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民

基
本
台
帳
の
閲
覧
状
況
に
つ
い
て
公

表
し
て
い
ま
す
。

対
象
期
間　

令
和
２
年
４
月
１
日
〜

令
和
３
年
３
月
31
日

閲
覧
件
数　

９
件

公
表
方
法　

行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー（
市

役
所
２
階　

図
書
館
内
）お
よ
び
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
↓
組
織
案
内
↓

市
民
生
活
部
↓
市
民
課
↓「
令
和
２

年
度
住
民
基
本
台
帳
閲
覧
状
況
の
公

表
」

問
市
民
課
℡
28
―
８
０
１
５

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の
ワ
ク
チ
ン
情
報

は
希
望
者
の
み
に
配
信
し
ま
す

　

市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
か

ら
発
信
し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
情
報
は
、

こ
れ
ま
で
友
だ
ち
に
な
っ
て
い
る
す

べ
て
の
方
に
配
信
し
て
い
ま
し
た
が
、

６
月
25
日
か
ら
は
希
望
者
の
み
へ
配

信
し
ま
す
。
既
に
友
だ
ち
と
な
っ
て

い
る
方
は
６
月
18
日
に
配
信
さ
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
か
ら
、
ま
だ
友
だ
ち
と

な
っ
て
い
な
い
方
は
友
だ
ち
登
録

後
に
送
ら
れ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
か
ら
受
信
を

希
望
で
き
ま
す
。

問
広
報
広
聴
係
℡
28
―
８
０
０
５

有料広告

市公式LINE


